
 さいたま市消費生活総合センターでは、消費者の自立を支援する目的のため、無料で消

費生活に関する図書類(DVD含む)の貸し出しを行っています。 

◆◆利用方法◆◆ 

消費生活総合センター（以下、センター）にて、図書類の閲覧や図書・DVDの貸出

を行っており、来所にてご利用いただけます。 

さいたま市民および市内の学校、団体、企業等が対象です。 

◆◆利用案内◆◆ 

センターの利用日時は次のとおりです。 

（１）月～土曜日（祝日・年末年始を除く） 

（２）午前８時３０分から午後５時までです。 

◆◆閲覧◆◆ 

センター内にて、図書および雑誌類を閲覧できます。 

貸出を希望の場合は所定の手続きをしていただきます。 

一部貸出不可のものがありますので、あらかじめご了承ください。 

◆◆貸出方法◆◆ 

センター窓口での来所による貸出になります。 

電話での貸出状況等問い合わせは受け付けますが、予約や申込、また郵送は行ってい

ませんので、あらかじめご了承ください。 

◆◆貸出手続き◆◆ 

所定の申込書への記入、現住所等を確認できる身分証明書（健康保険証・運転 

免許証・学生証など）の提示をお願いします。 

◆◆貸出冊数・期間◆◆ 

（１）図 書･･･３冊まで 期間は２週間 

（２）DVD･･･２点まで 期間は２週間 

  返却期日を厳守してください。 

返却期日が遅延するときは、センターまでご連絡ください。 

未返却の場合は、センターから連絡をさせていただきます。 

◆◆返却方法◆◆ 

センター窓口での来所による返却になります。 

◆◆弁償◆◆ 

借受者は、図書およびDVDを紛失、汚損又は破損したときは速やかに 

センターに連絡をしてください。 

程度により、弁償をしていただく場合があります。 

◆◆図書・DVD貸出のご案内◆◆



 ◆◆弁償：図書◆◆ 

（１）紛失した場合は、同じ図書をお買い求めの上、返却していただきます。 

  （２）落書き等汚損したときで読書に耐えない場合、同じ図書をお買い求め 

の上、返却していただきます。 

  （３）破損したときは、セロテープなどで留めないでください。 

程度により、同じ図書を弁償していただく場合があります。 

◆◆弁償：DVD◆◆  

  （１）破損等したときは速やかに連絡してください。 

程度により、弁償していただく場合があります。  

  （２）紛失したときは同じDVDをお買い求めの上返却、あるいは現物での弁償が困

難なときは、同等品をもって弁償していただく場合があります。 

◆◆注意事項：図書◆◆ 

（１）第三者に転貸しないでください。 

◆◆注意事項：DVD◆◆ 

（１）第三者に転貸しないでください。 

（２）営利を目的とした上映会等で使用しないでください。 

  （３）許可なくダビング等をしないでください。 

◆◆その他◆◆ 

（１）コピーサービスはしていません。 

（２）貸出事故などにより、ご提供ができない場合があります。 

あらかじめご了承ください。

◆◇◆◇◆さいたま市消費生活総合センター案内図◆◇◆◇◆

◆◇◆皆様のご利用、お待ちしています◆◇◆

◆住所 

さいたま市大宮区錦町 

６８２－２ JACK大宮6階

◆開所日･･･月～土曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

◆受付時間 

AM ８：３0～１７：00  

◆問合せ電話 

０４８－６４３-２２３９ 
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